
１．事業主体概要 

事 業 主 体 名 有限会社 たすけあい 

会 社 の 種 類 有限会社 

代  表  者  名 代表取締役 髙木 玲子 

所   在   地 千葉県香取市岩部１０９５番地１ 

会 社 の 理 念 

明るく寄り添える第二の我が家の生活を目指し、「利用

者の意思を最大限に尊重する」「地域に溶け込んだ生活の

向上を目指す」「笑顔のあるグループホーム」「ボランテ

ィア、児童との地域交流」等々地域の中の事業とするこ

とを目的として行う。 

他の介護保険関連  

の   事   業 

訪問介護事業 

福祉タクシー事業 

 

２．事業所概要 

事 業 所 名 グループホーム たすけあい 

事 業 の 目 的 

事業所は、認知症によって自立した生活が困難になっ

た利用者に対して、家庭的な環境のもとで、食事、入浴、

排泄等の日常生活のお世話及び日常生活の中で心身の機

能訓練を行うことにより、安心と尊厳のある生活を利用

者がその有する能力に応じ、可能な限り自立して営むこ

とが出来るよう支援することを目的とする。 

事業の運営方針 

① 事業所において提供する指定（介護予防）認知症対応

型共同生活介護は、介護保険法並びに関係する厚生労

働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。 

② 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサ

ービスの提供に努めると共に、個別の介護計画を作成

することにより、利用者が必要とする適切なサービス

を提供する。 

③ 利用者及びその家族に対し、サービスの内容及び提供

方法についてわかり易く説明する。 

④ 適切な介護技術をもってサービスを提供する。 

⑤ 常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。   

管   理   者 吉田 慎吾 

開 設 年 月 日 平成１７年１０月１日 



保険事業者指定番号 １２７５００００９７  

所   在   地  

電 話・ＦＡＸ番号 

住 所 千葉県香取市岩部１０９５番地１ 

電 話  ０４７８－７５－１０５６ 

ＦＡＸ  ０４７８－７０－５３５６ 

交  通  の  便 

＊佐原駅より車で２０分  

＊香取市役所栗源支所より車で３分 

＊東総有料道路助沢インターより車で５分               

敷地概要（権利関係） 敷地面積：９３５㎡  （地主より賃貸借） 

建 物 概 要      木造平屋建瓦葺 

居 室 の 概 要 １階  ９，６６㎡～９，９４㎡ （９室） 

共 用 施 設 の 概 要 

設備等 箇所数 合計床面積（㎡） 

居間、食堂   １ヶ所 ５８．６３㎡ 

トイレ  ３ヶ所 ６．６３㎡ 

浴室（一般浴） １ヶ所 ４．１４㎡ 

台 所 １ヶ所 １３．２５㎡ 

防 犯 防 災 設 備   

避 難 備 等 の 概 要 

・消火器（２台）  

※消防法に基づき、年２

回避難訓練を実施 

・非常口（１ヶ所） 

・スプリンクラー  

・緊急通報装置 

損 害 賠 償     

責 任 保 険 加 入 先 
あいおい損害保険株式会社 

 

３．職員体制（主たる職員）  

職員の職種 員数 

常 勤 非常勤 

保有資格 研修会受講等内容 専

従 

兼

務 

専

従 

兼

務 

管 理 者 １人  １ 
  

介護福祉士 
高齢者権利擁護･身体拘束廃止研修 

認知症対応型管理者研修 

計 画 作 成 

担 当 者 
１人  １   介護支援専門員 認知症介護実践研修 

介護従事者 ９人 １ ３ ６  
介護福祉士 

介護職員初任者研修 
高齢者権利擁護･身体拘束廃止研修 

看 護 師 １人  １   看護師  

＊厚生労働省基準に準ずる人員配置を順守 



 

４．勤務体制 

昼間の体制 ３人 （早 番）   ７：４５～１６：４５  １名 

   （日 勤）   ９：００～１８：００  １名 

   （遅 番）   ９：３０～１８：３０  １名  

夜間の体制 １人 （夜 勤）  １７：００～ ９：００  １名 

 

５．ホーム利用にあったての留意事項 

（ア）外出、外泊は自由ですが、届出書を事務室まで提出して下さい。 

（イ）現金の持ち込みは、１ヶ月 １０，０００円までとします。 

（ウ）ペット等の持ち込みは禁止となっております。 

（エ）石油ストーブ、石油コンロ等、火災の心配につながるものは持ち込まな

いで下さい。 

（オ）その他ホームが危険とみなすものは持ち込みを禁止いたします。 

 

６．サービス及び利用料等 

   別紙参照 

 

７．利用料の支払い   

事業者は、利用者又は利用者代理人に対し毎月１０日までに、前月の利用料等

（居室の提供料を含む）の請求書を送付します。 

請求書には、請求する金額を介護保険給付対象と対象外に分けた明細書を添付

します。利用料の支払いは毎月末日までに、下記の方法でお支払下さい。 

（ア）窓口での現金支払い 

（イ）利用者指定口座からの自動振替 

（ウ）事業者指定口座への振込 

ゆうちょ銀行 
１０５４０－７４８７９９８１ 

有限会社たすけあい 

京葉銀行 
佐原支店 普通口座 ５８９１１０１ 

有限会社たすけあい 取締役 髙木玲子 
 

  利用者又は利用者代理人に対し領収書を発行します。 

  月の途中で入退所する場合は、その利用日数に応じて計算いたします。 

 

 

 

 

 



８．契約の終了 

次に掲げる項目に該当する場合は、この契約は終了します。 

（ア） 要介護の認定更新において、利用者が自立もしくは要支援１と認定さ 

れた場合 

（イ） 利用者が死亡した場合 

（ウ）利用者又は利用者代理人が契約書１４条の解除を通告し、予告期間が満

了した日 

（エ） 事業者が契約書１５条に基づき解除を通告し、予告期間を満了した日 

（オ） 利用者が病気の治療等その他のために長期にグループホームを離れる

ことが決まり、かつ、その移転先の受け入れが可能となったとき。       

ただし、利用者が長期にホームを離れる場合でも、利用者又は利用者代

理人と事業者の協議の上、居室確保に合意したときは本契約を継続する

ことができます。（※居室確保をした場合は家賃をお支払い頂きます。） 

（カ） 利用者が他の介護療養施設等への入所が決まり、その施設の側で受け入

れが可能となったとき 

 

９．虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため

に、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（ア）虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 （介護福祉士）吉田 慎吾 

（イ）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果に

ついて従業者に周知徹底を図っています。 

（ウ） 虐待防止のための指針の整備をしています。  

（エ） 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

（オ） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・ 

親族・同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速 

やかに、これを市町村に通報します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１０． 身体拘束について 

事業所は、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するために

緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は

行いません。やむを得ず身体的拘束を行う場合には、その様態および時間、その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとします。 

事業所は、身体的拘束の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとしま

す。 

（ア）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、そ

の結果について、介護従事者に周知徹底を図ります。 

（イ）身体的拘束等の適正化のための指針を整備します。 

（ウ）介護従事者その他従事者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定 

期的に実施します。 

 

１１．衛生管理について 

（ア）事業所は、必要な設備、備品等の清潔を保持し、常に衛生管理に留意します。 

（イ）職員は、感染症に関する知識の習得に努めます。 

（ウ）事業所において、食中毒及び感染症が発生し、又は蔓延しないように必要な 

措置を講じるものとします。また、これらを防止するための措置について、必要に 

応じて保健所の助言、指導を求めるものとします。 

 

１２．事業継続計画ついて 

事業継続計画（ＢＣＰ）の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合で

も、利用者が継続してサービスを受けられるよう、事業継続計画を策定するとと

もに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとします。 

       

１３．協力医療機関・協力介護保険施設      

協 力 医 療 機 関 名     

所 在 地                      

千葉県立佐原病院 

千葉県香取市佐原イ２２８５番地 

協 力 医 療 機 関 名     

所 在 地        

鴇田医院 

千葉県香取市岩部１３８８番地 

協 力 歯 科 医 院 

所 在 地 

佐藤歯科医院 

千葉県香取郡多古町多古６８７番地 

協力介護老人福祉施設  

所 在 地 

社会福祉法人福祉楽団 特別養護老人ホーム杜の家くりもと 

千葉県香取市岩部８６９番地６０ 

 

 



１４．苦情相談機関 

ホーム苦情相談窓口 
 （担当者氏名）吉田 慎吾 

 （電 話 番 号）０４７８－７５－１０５６ 

外部苦情申立て機関 

  香取市役所 高齢者福祉課 

 （電 話 番 号）０４７８－５０－１２０８ 

千葉県国民健康保険団体連合会 

 （電 話 番 号）０４３－２５４－７４２８ 

 

１５．サービスの第三者評価の実施について 

 当事業所で提供しているサービスの内容や課題等について、第三者の観点か

ら評価を行っています。 

実施の有無  有 

実施した直近の年月日  令和 ６年１１月 ７日 

第三者評価機関名 特定非営利活動法人 NPO共生 

評価結果の開示状況  ＷＡＭ ＮＥＴ 

 

１６．医療連携体制 

   医療連携体制の説明については、別紙のとおり 

 

１７．看取り介護 

   看取り介護の説明については、別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

（ 事 業 者 ） 

    住  所  千葉県香取市岩部１０９５番地１ 

    名  称  有限会社 たすけあい 

説明者名              印 

 

 

 

私は、本書面に基づいて重要事項の説明を受けたことを確認します。 

 

 

（利 用 者） 

     住  所                      

 

       氏  名               印 

 

 

（利用者代理人） 

     住  所                      

 

       氏  名               印 （続柄：   ） 

  

 

（身元引受人） 

     住  所                      

 

       氏  名               印 （続柄：   ） 

 

 

 



重要事項説明書 別紙 

サービスおよび利用料 

＜保険給付サービス＞食事・排泄・入浴（清拭）・更衣の介助等の日常生活上の

世話、日常生活の中での機能訓練、健康管理、相談、援助等については包括的

に提供され、下記の表により要介護度別に応じて定められた金額（省令により

変動有）が自己負担となります。その他、可能な限りグループホームでの生活

が継続出来るよう支援する為、別途省令に定められた加算（自己負担）が加わ

ります。 

 

＊基本料金 （介護報酬） 

状態区分 基本単位数（日額） １割負担 ２割負担 ３割負担 

要支援２ ７６１単位 ７６１円 １，５２２円 ２，２８３円 

要介護１ ７６５単位 ７６５円 １，５３０円 ２，２９５円 

要介護２ ８０１単位 ８０１円 １，６０２円 ２，４０３円 

要介護３ ８２４単位 ８２４円 １，６４８円 ２，４７２円 

要介護４ ８４１単位 ８４１円 １，６８２円 ２，５２３円 

要介護５ ８５９単位 ８５９円 １，７１８円 ２，５７７円 

※地域区分１単位＝１０円 

※基本料金は負担割合に応じて異なります。 

 

＊加算 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

夜間支援体制加算（Ⅰ） １日につき５０単位 

夜間支援体制加算（Ⅱ） １日につき２５単位 

認知症行動･心理症状緊急対応

加算 

１日につき２００単位（７日を限度に算定） 

（短期利用の場合のみ） 

若年性認知症利用者受入れ加算 １日につき１２０単位（６５歳未満の方） 

初期加算 １日につき３０単位 

看取り介護加算★ 

死亡日以前３１日～４５日以下 

１日につき７２単位 

死亡日以前４日以上３０日以下 

１日につき１４４単位 

死亡日前日、前々日 

１日につき６８０単位 

死亡日   

１，２８０単位 

医療連携体制加算（Ⅰ）イ★ １日につき５７単位 

医療連携体制加算（Ⅰ）ロ★ １日につき４７単位 



医療連携体制加算（Ⅰ）ハ★ １日につき３７単位 

医療連携体制加算（Ⅱ）★ １日につき５単位 

入院時費用 １日につき２４６単位 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） １日につき２２単位 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １日につき１８単位 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） １日につき８単位 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数×１８．６％ 

協力医療機関連携加算（Ⅰ）★ １月につき１００単位 

協力医療機関連携加算（Ⅱ）★ １月につき４０単位 

退去時情報提供加算 １回につき２５０単位 

退去時相談援助加算 ４００単位 

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） １月につき１０単位 

高齢者施設感染症対策向上加算（Ⅱ） １月につき５単位 

新興感染症等施設療養費 １日につき２４０単位 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） １日につき３単位 

認知症専門ケア加算（Ⅱ） １日につき４単位 

認知症チームケア推進加算（Ⅰ） １月につき１５０単位 

認知症チームケア推進加算（Ⅱ） １月につき１２０単位 

生活機能向上連携加算（Ⅰ） １月につき１００単位（３月に１回を限度） 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） １月につき２００単位（３月に１回を限度） 

栄養管理体制加算 １月につき３０単位 

口腔衛生管理体制加算 １月につき３０単位 

口腔･栄養スクリーニング加算 １回につき２０単位 

科学的介護推進体制加算 １月につき４０単位 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） １月につき１００単位 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） １月につき１０単位 

※ ★については、介護予防認知症対応型共同生活介護での算定はできません。 

※ 夜間支援体制加算は、夜間及び深夜の時間帯について手厚い人員体制をとっている場合に

算定します。 

※ 認知症行動･心理症状緊急対応加算は、医師が、認知症の行動･心理症状が認められるため、

在宅での生活が困難であり、緊急に当事業所を利用することが適当であると判断した利用者に

対して、サービスを提供した場合に、入居を開始した日から７日間を限度として算定します。 

※ 若年性認知症利用者受入加算は、若年性認知症（４０歳から６４歳まで）の利用者を対象に指

定（介護予防）認知症対応型共同生活介護を行った場合に算定します。 

※ 初期加算は、当該事業所に入居した日から３０日以内の期間について算定します。医療機関

に 1 ヶ月以上入院した後、退院して再入居する場合も算定します。 



※ 看取り介護加算は、看取りに関する指針を定め、利用者又は家族の同意のもと、医師、看護師

等多職種共同にて介護に係る計画を作成し、計画に基づき利用者がその人らしく生き、その人

らしい最期を迎えられるように支援した場合に算定します。 

※ 医療連携体制加算（Ⅰ）は、当事業所の従業者若しくは病院や訪問看護ステーション等との連 

  携により看護師を配置し、24時間の連絡体制や利用者が重度化した場合の指針を定める 

などにより、利用者の日常的な健康管理や医療ニーズに対して適切な対応が取れる体制を 

整備している場合に算定します。 

※ 医療連携体制加算（Ⅱ）は、算定日が属する月の前 3月間において、次のいづれかに該当す 

  る状態の入居者が 1人以上である場合算定します。 

（1）喀痰吸引を実施している状態 

（２）経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態 

（3）呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態 

（4）中心静脈注射を実施している状態 

（5）人工腎臓を実施している状態 

（6）重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定をしている状態 

（7）人工膀胱又は人工肛門の処置を実施している状態 

（8）褥瘡に対する治療を実施している状態 

（9）気管切開が行われている状態 

（10）留置カテーテルを使用している状態 

（11）インスリン注射を実施している状態 

※ 利用者が病院又は診療所に入院後、３月以内に退院することが明らかに見込まれる場合に退

院後再び当事業所に円滑に入居できるような体制等を整えている場合、１月に６日を限度として

算定します。 

※ サービス提供体制強化加算は厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出た

事業所が、利用者に対して（介護予防）認知症対応型共同生活介護を行った場合に算定しま

す。 

※ 介護職員等処遇改善加算は、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の

取り組みを行う事業所に認められる加算です。介護職員等処遇改善加算は、区分支給限度基

準額の対象外となります。 

※ 協力医療機関連携加算は、利用者の病歴等の情報共有や急変時等における対応の確認を行

う会議を定期的に開催している場合に算定します。 

※ 退去時相談援助加算は、利用期間が 1月を超える利用者が退去し、居宅にて居宅サービ  

  ス等を利用する場合に、退去後の各サービスについての相談援助を行い、利用者の同意 

  を得て退去後 2週間以内に市町村等に利用者の介護状況を示した文書を添えて各サービ 

  スに必要な情報を提供した場合に算定します。 

※ 退所時情報提供加算は、利用者が退去し、医療機関に入院する場合において、当該医療 

機関に対して、利用者等の同意を得て、当該入所者等の心身の状況、生活歴等を示す情報 

を提供した場合に、入所者等 1人につき 1回に限り算定します。 



※ 高齢者施設等感染対策向上加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、 

 平時からの感染対策の実施や、感染症発生時に感染者の対応を行う医療機関と連携して取り組

みを行っている場合に算定します。 

※ 新興感染症等施設療養費は、利用者が感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整

等を行う医療機関を確保し、感染した利用者に対し適切な感染対策を行った場合に算定しま

す。 

※ 認知症専門ケア加算は、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められる認

知症の利用者に対して、専門的な認知症ケアを行った場合に算定します。 

※ 認知症チームケア推進加算は、認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応に資

するチームケアを提供した場合に算定します。 

※ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）は、当事業所の計画作成担当者が、訪問リハビリテーション事業

所等の医師等の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした（介護予防）認知症対応型共同

生活介護計画を作成し、当該計画に基づくサービスを実施した場合に算定します。 

  生活機能向上連携加算（Ⅱ）は、訪問リハビリテーション事業所等が当事業所を訪問した際に、

当事業所の計画作成担当者と共同で利用者の状態評価を行い、生活機能の向上を目的とした

（介護予防）認知症対応型共同生活介護計画を作成し、当該計画に基づくサービスを実施した

場合に算定します。 

※ 栄養管理体制加算は、管理栄養士が従業者に対して栄養ケアに係る技術的助言及び指導を

月 1回以上行っている場合に、算定します。 

※ 口腔衛生管理体制加算は、当事業所の介護職員が歯科医師又は歯科医師の指示を受けた

歯科衛生士から口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月 1回以上受けている場合に算定しま

す。 

※ 口腔・栄養スクリーニング加算は、利用開始時及び利用中 6月ごとに利用者の口腔の健康管

理状態及び栄養状態のスクリーニングを行った場合に算定します。 

※ 科学的介護推進体制加算は、利用者ごとの ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況等

の基本的な情報を厚生労働省に提出し、その情報を認知証対応型共同生活介護の適切かつ

有効な提供に活用している場合に、算定します。 

※ 生産性向上推進体制加算は、見守り機器等のテクノロジーを導入し、業務改善を継続的に行

っている場合に算定します。 

※ 身体拘束廃止に向けての取り組みとして、身体拘束適正化の指針整備や適正化委員会 

の開催、定期的な職員研修の実施などを行っていない場合は、上記金額の 90/100 となり

ます。 

※ 高齢者虐待防止の推進のため、地域密着型サービス基準第３条の３８の２に規程する 

措置を講じていない場合は、上記金額の 99/100 となります。 

※ 感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合は、上記金額の 

97/100 となります。 

※ 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、上記の 97/100 となり 

ます。 



＊保険対象外サービス 

 以下のサービスについては、各個人の利用に応じて自己負担となります。 

 料金の改定は理由を付して事前に連絡されます。 

居室の提供（家賃） □４５，０００円（月） □４８，０００円（月） 

水道光熱費 ２５，０００円（月） 

食事の提供 

【朝食】４００円【昼食】６５０円【夕食】６５０円  

１，７００円（日） 

外出または外泊された場合は、その分の食費は頂きませ

ん。 

敷金 １００，０００円 

その他 

おむつ代、医療費等（自費） 

退去時に双方の話し合いにより修繕等に係る費用をご

負担願います。 

※その他、日常生活品の購入代金等利用者の日常生活に要する費用で利用者に負担頂くこ

とが適当であるものについては実費相当額をいただきます。 

 

 

 

 

令和 ７年 ４月 １日現在 

グループホームたすけあい 


